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農地利用最適化推進の取組について 

広島市農業委員会  

1 農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」）の活動状況 

１ 遊休農地の発生防止・解消 

利用状況調査、遊休農地等所有者への利用意向調査、遊休農地解消指導 

２ 担い手等への農地集積・集約化の推進 

認定農業者、青年等新規就農者、市の農業研修修了者等主要な担い手の

意向確認を行い、規模拡大等を支援 

農地の受け手、出し手を発掘し、あっせんする等、地域に根差した活動 

３ 新規参入の促進 

新規就農者の農地のあっせん、就農後の営農、地域活動等の支援 

４ 地区協議会への出席（年 6回） 

５ 各種研修会、他都市調査、市長と農業者との懇談会、認定農業者との意

見交換会への出席 

２ 農業委員と推進委員の連携について 

 ○「農地法申請案件の現地調査」 

 担当地区の農業委員が調査する。 

 大規模転用等地域の農業や生活への影響が大きいと思われる場合には、必

要に応じ、推進委員から意見を聴取することとしている。 

 ○「農地利用状況調査、意向調査等」 

 担当する推進委員が農業委員の協力のもと実施する。 

 大半が推進委員 1 名で実施している。地区によっては、農業委員と推進

委員が担当地区を分担したり、一部を共同で実施している事例もある。 

３ 「地区協議会」 

本市では、新制度移行以前から、利用状況調査や農地のあっせん等の農業

委員会業務を円滑に進めるため、地区別に協議・検討を行うことを目的に、「６

地区協議会」を設置しており、新制度移行後は、この協議会を農業委員と推

進委員の協議・連携の場としても活用しています。 

このため、従来は年 3 回程度の開催でしたが、平成 29 年度から、2 ケ月に

1回、定期的に開催することとし、主な協議内容は、次のとおりです。 

 5 月 年間活動計画、利用状況調査内容方法、調査図面、担い手情報、市長への意見書 

 ７月 利用状況調査現地目あわせ 

 ９月 遊休農地の決定、利用意向調査、遊休農地指導 

11 月 勧告農地指導、非農地調査、納税猶予農地調査 

 １月 意向内容確認、担い手の意向確認 

 ３月 活動計画、点検評価 
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広島市農業委員会地区協議会設置要領 

 

１ 設置の目的 

  農地等の利用の最適化の推進等の農業委員会業務を円滑に進めるため、地区別に協

議・検討を行うことを目的に、「地区協議会」を設置する。 
 

２ 構成人員数 

  各地区協議会の構成人員数は、次表のとおりとする。 

地区協議会名 区域 農業委員数 
農地利用最適化

推進委員数 
合計人員数 

 

１ 
旧市 

地区協議会 
中･東･南･西区 ２人 ３人 ５人 

２ 
安佐南区 

地区協議会 
安佐南区 ４人 ６人 １０人 

３ 
白木･高陽 

地区協議会 
白木町･高陽町 ４人 １１人 １５人 

４ 
可部･安佐 

地区協議会 
可部町･安佐町 ４人 １１人 １５人 

５ 
安芸区 

地区協議会 
安芸区 ２人 ５人 ７人 

６ 
佐伯区 

地区協議会 
佐伯区 ３人 ８人 １１人 

計 １９人 ４４人 ６３人 

 

３ 役 員 

  それぞれの地区協議会に、協議会長１名、副協議会長１名を置く。 
  役員は、それぞれの地区協議会の会員の互選による。 

  協議会長及び副協議会長は、農業委員及び農地利用最適化推進委員から１人ずつ選

出する。 

 

４ 地区協議会の開催 

  農業委員会会長及び 6 地区協議会の協議会長が協議し、農業委員会業務上必要が

生じた場合等、各地区協議会の協議会長がそれぞれの地区協議会を開催する。 
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  また、農地等の利用の最適化の推進の具体的な手順・作業に関するものは、地区を

分けて作業部会を置くことができる。 

 

５ 農業関係機関の職員の出席 

  協議の内容によっては、他の農業関係機関等（農政課、区農林(担当)課、(公財)農

林水産振興センター、農業協同組合等）の職員の出席を求め、必要な説明、意見等を

聴くことができる。 
 

附 則 

 この設置要領は、平成 18 年 5 月 26 日から施行する。 

附 則 

 この設置要領は、平成 19 年６月 29 日から施行する。 

附 則 

この設置要領は、平成 28 年６月１７日から施行する。 

 

 






